
搬入ルールを確認のうえ、□に✔を付けて下さい。

1.場内では係員の指示に従って、ご自身で所定の場所に搬入物を降ろしてください。

2.中身が確認できるようにしてください。

3.当組合で処理できないごみ（処理困難物）は、持込みをお断りいたします。

4.ごみの発生元の確認ができるものを提示ください。

 （例　運転免許証・公共料金の領収証など）

6.お客様の過失により発生した事故等は当組合では責任を負いかねます。

□上記事項に同意します。

ごみ持込受付票

※□に✔を付けて下さい。

ご み の
出た場所

  □ 稲　敷　市 初めて利用 本日の持込予定

  □ 美　浦　村 □

【搬入ルール】

回　　

持込者
  □ 家庭系 （氏　　名）

  □ 事業系 （事業所名）

連絡先       (    ) 車両番号
（４ケタの番号）

5.ごみの持込者や発生元の確認ができない場合は、持込みをお断りする場合もあります。

職
 
員
 
記
 
入
 
欄

　確　認　し　た　も　の 受　付　印

□運転免許証 □公共料金の領収証

□その他（　　　　　　　　　　　）

計　量　カ　ー　ド　№

１回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目

江戸崎地方衛生土木組合


